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締約国に関する情報 

ＤＥ 

 

ド イ ツ 

 

一 般 情 報 

附属書 Ｂ１

ＤＥ

 

国内官庁の名称 German Patent and Trade Mark Office 

（ドイツ特許商標庁） 

所在地 Zweibrückenstrasse 12, 80331 München, Germany 

郵便のあて名 80297 München, Germany 

電話番号 

電子メール 

インターネット 

ファクシミリ装置 

(49-89) 2195-1000 

info@dpma.de 

http://www.dpma.de 

(49-89) 2195-2221 

国内官庁はファクシミリ装置又は同様の

手段による書類の提出を受理するか？ 

（ＰＣＴ規則92.4） 

 送付することができる書類の種類 

 書類の原本提出義務 

ファクシミリ装置による提出を受理する 

 

 

すべての書類 

送付された書類が国際出願又は国際出願の補充若しくは補正を

含む差替え用紙である場合には，送付の日から14日以内に提出 

他の書類の場合には，請求がない限り提出義務はない 

郵政当局以外の配達サービスを利用した

場合に亡失又は遅延があったとき書類を

発送したことの証拠を受理するか？ 

（ＰＣＴ規則82.1） 

受理しない 

出願人がＷＩＰＯ ＤＡＳ１から優先権書

類を取得できるようにする用意がある

か？（ＰＣＴ規則17.1(ｂの2)） 

出願人がＷＩＰＯ ＤＡＳから国際出願及び国内出願を取得でき

るようにする用意がある 

ドイツの国民及び居住者のための管轄受

理官庁 

 国内法令は外国官庁への 

 国際出願を制限するか？ 

ドイツ特許商標庁，欧州特許庁（ＥＰＯ） 

又はＷＩＰＯ国際事務局 

次の場合，出願は制限される： 

 国家機密を含む出願２ 

ドイツが指定（又は選択）されている場

合の管轄指定（又は選択）官庁 

国内保護：ドイツ特許商標庁 

欧州特許：欧州特許庁（ＥＰＯ） 

ＰＣＴに基づき取得可能な保護の種類 国内：特許，実用新案（実用新案は国内特許に代えて又は国内

特許に加えて求めることができる） 

欧州：特許 

［次頁に続く］ 

 

 

 

 

 

         

１ ＷＩＰＯ ＤＡＳについての詳細情報は次から入手可能である：https://www.wipo.int/en/web/das 

２ 国際特許条約に関する法律第Ⅲ条第２項，及び特許法第52条。 
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国内官庁が認める手数料の支払方法 ＤＰＭＡが認める支払方法に関する包括的な情報は次から入手

可能である。 

https://www.dpma.de/english/services/fees/payment_transac

tions/index.html 

国際型調査に関するドイツの規定 

（ＰＣＴ第15条） 

な し 

国際公開に基づく仮保護 国内特許を目的とする指定の場合： 

出願人は，(国際出願又はその翻訳文の）ドイツ語による公開の

日から出願の対象を使用している者に対し，その者が使用して

いる発明が当該出願の対象であることを知っていたか知ってい

るべきであったかにかかわらず，事情により適正な補償金を請

求することができる。出願人は，当該出願の対象の使用を差止

める権利を有しない。もっとも，当該出願の対象が明らかに特

許を受けることができないものである場合には，いかなる補償

金の請求権も与えられない。(特許法 [PatG] 第33条第2項，及

び国際特許条約に関する法律 [IntPatÜbkＧ] 第Ⅲ条第８項参

照)。 

欧州特許を目的とする指定の場合： 

(1) ＥＰＯの公用語の１つで公開された国際出願： 

国内的要件（出願の請求の範囲のドイツ語翻訳文が潜在的

な使用者に公表又は送付されていること）が満たされてい

ることを条件として，事情による適切な補償（国際特許条

約に関する法律第Ⅱ条，第１項及び第２項参照)。 

(2) ＥＰＯの公用語でない言語で公開された国際出願： 

(1)に規定する保護は，ＥＰＯがその公用語の１つによって

提供を受けた国際出願の翻訳文を公開し，更に(1)で述べた

国内要件を満たすまで，効力が生じない。 

ドイツが指定（又は選択）されている場合の有益な情報 

国内保護について 

ドイツが指定（又は選択）されている

場合に発明者の氏名（名称）及びあて

名を提示しなければならない時期 

願書中に記載するか，又は出願後に提出することができる。ＰＣ

Ｔ第22条又は第39条(1)に規定する期間内に要件を満たしていな

い場合，管轄官庁は通知に定める期間内に当該要件を満たすよ

う出願人に求める。 

［次頁に続く］ 
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優先権を主張している先の国内出願に

関する特別の規定があるか？また，そ

の規定による効果は何か？ 

国際特許条約に関する法律第Ⅲ条第４項(4)は，ドイツを指定し

ている国際出願であって，ドイツ特許商標庁に対して行われた

先の国内特許出願又は実用新案登録出願の優先権を主張してい

るものについて，その国際出願が国内段階へ移行した時点で，

当該先の国内出願が取り下げられたものとみなされる旨を規定

している。ただし，この効果が生じるのは，優先権主張をして

いる国内出願が，国際出願と同じ種類の保護（たとえば特許・

特許）に関するものである場合に限る。両方の出願が同じ種類

の保護に関するものである場合，ドイツ特許商標庁が受理官庁

及び指定官庁であり，国際出願がドイツ語によって行われてい

ることを条件として，国際特許条約に関する法律第Ⅲ条第４項

(2)の規定に従い，出願人が更に手続をしなくても国際出願が国

内段階へ移行する。この場合，送付手数料を支払うことによっ

て，国内出願手数料が支払われたものとみなされる（国際特許

条約に関する法律第Ⅲ条第４項(2)最終文)。したがって，出願

人が先の国内出願の取下げを回避するよう希望するのであれ

ば，ＰＣＴ規則4.9(b)の規定に従い，出願人はドイツの自動的

指定を除外するか，又は国際出願の後であって国内段階へ移行

する前に，ドイツの指定を取り下げるよう検討することができ

る。 

微生物及びその他の生物材料の寄託に関

する特別の規定が設けられているか？ 

あ り（附属書Ｌ参照） 

欧州特許については，附属書Ｂ２の欧州特許機構（ＥＰ）を参照 

 

 


